
６月定例会では、次の意見書案を可決し、内閣総理大臣ほかに送付しました。�
■意見書とは…地方公共団体の公益に関する事件に関し、議会が地方公共団体
　　　　　　　の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のこと。�

　教育の機会均等と水準維持向上を図るため、少人数学級の推進と義務教育費国庫負担制度の国負

担割合を２分の１に復元することを含め、その趣旨を生かした教育予算の充実が図られるよう強く要

望します。�
�
　平成28年６月22日　　長崎県平戸市議会�
�
（提 出 先）　　内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣�

意�見�書�  �

�

門功成鄭�門功成鄭�

平戸市議会だよりとかいせん�
第49号  2016.８.１発行�

平戸市議会だよりとかいせん�
第49号  2016.８.１発行�

注目④�

【予　算】　300万円�

【内　容】　鄭成功記念館山門完成に伴い、中国・台湾から�

　　　　　多くの人の来平が予定されており、歓迎と山門

　　　　　完成を祝う記念セレモニーおよび祝賀会等を開

　　　　　催します。�

【開催日】　９月24日・25日（予定）�

注目③�

【予　算】　529万６千円�

【内　容】　「道の駅活性化計画の策定」および「新たな特産品の開発」を行い、道の駅「昆虫の　

　　　　里たびら」に誘客を図り、物産振興・観光振興につなげ地域コミュニティの強化を図り　

　　　　ます。　�

注目⑤�

【事業名】　定住促進対策事業�

【予　算】　84万８千円�

【内　容】　長崎県に移住を考えている人に対する情報発信や相談
　　　　　等を行う「ながさき移住サポートセンター」にかかる
　　　　　費用を、長崎県と県内市町が連携して負担するもの。�

●コミュニティの推進�
 

注目②�

注目①�

●北松北部環境組合運営費等負担率が決まりました！ 
　平成28年度からの「施設整備等に要する経費」の負担割合および平成31年度からの「管理運営に要す

る経費」、「施設の運転に要する経費」の負担割合を見直し、下記の表のとおりとなりました。�

●公民館条例の一部を改正しました。�

注目⑥�

平戸市大島村公民館の移転に伴い、位置・休館日・開館時間を変更します。�
【位　置】�

【休館日】�

【開館時間】�

大島村前平1456番地1

(1)  毎週月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日
　に当るときは、その翌日以降の日のうち休日に当らない最初の日）�
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日�
�

午前9時から午後10時まで�
ただし、土曜日は、正午から午後10時まで�

(1) 管理運営に要�
　 する経費�

(2) 施設の運転に�
　 要する経費�
�

(3) 施設整備等に�
　 要する経費�

経費の区分� 　経費の負担割合� 経費の負担割合� 算定基準�
▲山門のイメージ図�

▲移住サポートセンターでの相談様子�

平等割100分の30�

　 ３　 ：　２�

[平戸市]　[松浦市]�

�

人口割100分の70

H31～�

H28～�

（注）新経費での平等割は［平戸市］１：１［松浦市］です。�
　　　人口割とは当該年度の前年度の10月１日現在の割合です。�
�

【事業名】　大島地区まちづくり活性化推進事業�

【予　算】　287万２千円�

【内　容】　○おおしま脳大学開催　�

　　　　　　脳トレや健康体操などで元気な高齢者の育成を�

　　　　　　目指します。�

　　　　　○買物支援�

　　　　　　地域からサポーターを募集し、島内業者と連携し買物商品の注文・配達を行います。�

　　　　　○空き家、空き地管理�

　　　　　　まちづくり運営協議会が窓口となって台帳作成などを行い、管理体制をつくります。�

�


